
都道府県名 香川県

Ⅰ　産地パワーアップ計画（収益性向上タイプ）

１　成果目標

（１）生産コスト又は集出荷・加工コストの10％以上の削減

該当なし

（２）販売額又は所得額の10％以上の増加
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令和7年8月29日

目標年度
出荷量

事業実施
前年度

価格補
正後の
実績

スマート農業推進枠

年
度 導入・定着の取組

の実施内容

生産コスト生産コスト 年
度

面積 価格 (販売単価)生産量又は

出荷量

生産量又は 価格 (販売単価) 年
度

出荷量

地域協議
会名

整理
番号

地区名 対象作物
価格 (販売単価)面積 生産量又は

取組内容

成果目標

生産コスト

産地生産基盤パワーアップ事業

都道府県事業評価報告書（収益性向上対策）

事後評価の検証方
法(※定量的な検
証ができるこ
と。)

達成率
（％）

地域協議会等の評価 都道府県の評価 備考
現状 目標 実績

年
度

面積

地域(県又は国を含む)
の価格(販売単価)

補正係
数

目標の
実現可能性

丸亀市
地域農
業再生
協議

会、善
通寺市
域農業
再生協
議会、
まんの
う町域
農業再
生協議
会、多
度津町
域農業
再生協
議会、
琴平町
域農業
再生協
議会

1 仲多度

野菜
（アス
パラガ
ス）

36.3 ha 273,850 kg242,831 kg 1,216.8

円
/
ｋ
ｇ

－

R3 872,971千円

①現状値：令和2
年度産仲多度地区
でのＪＡ香川県の
販売データと作付
面積から算出。

②目標値：令和6
年度産仲多度地区
でのＪＡ香川県販
売目標と作付目標
面積から算出。

③実績値：令和6
年度産仲多度地区
でのＪＡ香川県販
売実績と作付面積

から算出。

④達成率：（③－
①）/（②－①）

×100

-153.6

【未達要因】
　・収量(反収）につい
て、３月の気温の低下
や、梅雨明け以降の猛暑
により収量は伸び悩ん
だ。それ以降は暖秋・暖
冬傾向で例年より収穫は
長くでき10-11月の収量
は増えたが、下級品が多
かった。その反面黄化も
遅く、刈取りも遅くなっ
た。そのため年明けの収
穫開始も遅くなり1-3月
も出荷量は減少した。
・面積においても新規参
入や若手の面積拡大の希
望もあるが、資材等のコ
スト高騰により歯止めが
かかっている。また、高
齢化や体調不良、夏場の
酷暑での管理・収穫作業
が困難で面積縮小やリタ
イアする生産者が多く、
栽培面積も大きく減少し
た。
以上のことから、目標を
達成することができな
かった。

【今後の対策】
・販売面においてはJA香
川県と市場担当が密な連
絡を行うことで単価は平
年より高い水準を維持す
ることができたため、今
後も引き続き、情報共有
をしっかりと行い有利販
売に努めるよう指導して
いく。
・栽培面においては、反
収を確保するため、JA香
川県等関係機関に講習会
や定期的な個別巡回を継
続して実施してもらい、
病害虫対策や暖冬や猛暑
への高温対策（高温期の
妻面の開放や適正な潅水
量を指導）等で各生産者
に圃場に応じた指導を実
施し、出荷量の安定、増
加を図る。
・栽培面積拡大において
は、関係機関と連携し、
面積維持拡大のために
も、中古ハウスや居抜き
の斡旋を継続して行って
いく。また、新規就農者
や、認定農業者等の担い
手について県や市の補助
事業等も今後活用しても
らい面積拡大を支援して
いく。

　梅雨明け以降の猛
暑、年明けの収穫開
始が遅くなったこと
により、収量(反収)
が減少しとことで目
標未達成となった。
　今後は、引き続き
夏季でも品質が安定
する県育成品種の
「さぬきのめざめ
2021」の推進するこ
とで収量(反収)が増
加するよう支援す
る。また、資材費の
高騰については、令
和６年度以降県単独
事業において、補助
率の増加や補助上限
の引き上げを行って
おり、新規就農や規
模拡大しやすい環境
づくりに努めてい
る。今後は関係機関
と連携し、栽培管理
をするなど目標達成
に向けて支援を行っ
ていく。― －

観音寺
市地域
農業再
生協議
会、三
豊市地
域農業
再生協
議会

2
西讃地

区

野菜
（いち
ご）

いちご産地形成の
推進
・低コスト耐候性
ハウス及び集出荷
貯蔵施設の整備に
よる生産面積の拡
大を推進
・「さぬき姫」へ
の品種転換と出荷
規格統一による
「さぬき讃フルー
ツ」出荷量の増大
・ICT機器を活用し
た環境制御技術の
向上による単収10
ａ当りの収量の増
加

販売額の
10％以上の

増加
13.5 ha 600 t 1,456

円
/
ｋ
ｇ

－ R6
1,090,920千

円
15.7 ha 740 t 1,475

円
/
ｋ
ｇ

－
R
6

918,416千
円

15
h
a

583 t 1,575

円
/
ｋ
ｇ

― － 1528

円
/
ｋ
ｇ

1736

円
/
ｋ
ｇ

0.880
808,20
6千円

①現状値
R3年度（R３年６
月～R４年５月）
販売額実績（JA販

売資料）
②目標値

R6年度（R６年６
月～R７年５月）
目標販売額（西讃
いちご部会販売計

画）
③実績値

R6年度販売額実績
（JA販売資料）

④達成率
（③-①）/（②-

①）×100

-29.8

【未達要因】
育苗期の猛暑の影響
から頂花房分化の遅
れによる年内収量減
少や、炭疽病の大発
生による生産低下の
影響が大きく、出荷
量が伸び悩んだこと
が主な成果目標の未
達成の要因である。
加えて、目標面積に
ついても、高齢化に
よる生産者数減少や
生産面積減少により
伸び悩んだため、目
標を達成することが
できなかった。
【今後の対策】
出荷量の拡大に向け
て、取組主体主催の
炭疽病対策講習会へ
の案内や猛暑対策、
病害虫対策などの営
農技術について助言
を行っていき、単収
を向上させていくこ
とで、出荷量の拡大
に努める。併せて、
協議会として、今後
予定している新規生
産者に対し、補助事
業の紹介や営農技術
の助言等を行い、生
産者数減少に歯止め
をかけていくことに
より、販売額の増加
に努める。

猛暑による頂花房分
化の遅れにり年内収
量が減少、また炭疽
病の発生により、出
荷量が少なくなり、
目標達成に至らな
かった。
　今後は、花芽分化
の遅れについては、
県の農業試験場でも
試験されている窒素
中断などの花芽分化
促進技術や暑熱対策
について生産者へ情
報提供する。炭疽病
については関係機関
と協力して、県の病
害虫防除所の薬剤感
受性検定結果を生産
者に共有するととも
に栽培指導を行うこ
とで、被害を最小限
に抑えることで目標
達成に向けて支援し
ていく。

当地区の
いちごの
単位面積
当たりの
販売額は
4,731千
円／10a
であり、
地域の全
品目平均
735千円
／10aと
比較して
高く、収
益性の高
い品目で
あるた
め、総販
売額を目
標とす
る。

西讃地区
（観音寺
市、三豊
市）
耕地面積
16.7ha
農業産出
額　７億
９千万円
（29品目
中１位）

【過去数年の
数値】
当該産地のい
ちご販売額
令和元年度
785,072千円
令和２年度
874,774千円
令和３年度
872,971千円

【現状値の設
定の考え方】
当産地では、
令和元年度～3
年度の間、災
害や気象によ
る影響が少な
く、生産量や
販売額はおお
むね順調で
あったことか
ら、直近の令
和３年度の販
売額を現状値
として設定。

【目標値の実
現可能性】
本事業で低コ
スト耐候性ハ
ウスや集出荷
貯蔵施設を整
備することに
より栽培面積
の拡大や単収
等の増加を図
ることができ
ることから販
売額10％以上
の増加は実現
可能である。

R6 920千円
/10a

アスパラガス産地
の形成の推進

アスパラガス栽培
管理栽培温室の資

材導入

販売額の
10%以上の

増加

R2
836千円
/10a

35.3 ha 1,221.8

円
/
ｋ
ｇ

－
R
6

838千円
/10a

27.3
h
a

175,679
k
g

1,302.4

円
/
ｋ
ｇ

1128

円
/
ｋ
ｇ

1337

円
/
ｋ
ｇ

0.843
707千
円/10a



（３）契約栽培の割合の10％以上の増加かつ50％以上とすること　　

該当なし

（４）需要減が見込まれる品目・品種から需要が見込まれる品目・品種への転換率100％　　

該当なし

（５）農産物輸出の取組（直近年の輸出実績がある場合の輸出向け出荷量又は出荷額の10％以上の増加、新規の取組の場合又は直近年の輸出実績がない場合の総出荷額に占める輸出向け出荷額の割合５％以上又は輸出向け年間出荷量10トン以上）　

該当なし

（６）労働生産性の10％以上の向上　　

該当なし

（７）農業支援サービス事業体の利用割合の10％以上の増加かつ50％以上とすること　　

該当なし

（注１）「整理番号」欄には、地域協議会等ごとの産地パワーアップ計画の整理番号を記載すること。

（注２）（２）及び（６）の「地域(県又は国を含む)の価格（販売単価）」欄については、事後評価時に使用するものとし、地方卸売市場取引価格などを基に事業実施前年度と、目標年度の価格（販売単価）を記載すること。　なお、分みつ糖の計画の場合は、販売価格に国内産糖交付金を加えること。

（注３）（２）及び（６）の「補正係数」欄については、事後評価時に使用し、「地域（県又は国を含む）の事業実施前年度の価格（販売単価）÷地域（県又は国を含む）の目標年度の価格（販売単価）」により算出した値を記載し、「価格補正後の実績」欄には、「実績欄の価格（販売単価）×補正係数×実績欄の数量」又は

　　　　「実績欄の価格（販売単価）×補正係数×実績欄の数量－生産コスト」で算出した額をもって現状及び目標と対比可能な数値を記載すること。また、「達成率」欄については、「価格補正後の実績」欄に記載の数値をもって算出すること。なお、「補正係数」は小数点以下４桁目を四捨五入し、小数点以下３桁とすること。

　　　　ただし、予め価格を固定した契約取引など、市場の需給といった外的要因等による価格変動が生じないときは、価格補正は行わないものとする。

（注４）（５）の「成果目標」欄については、別記２の第４の５の（１）の⑤に基づき設定した成果目標の内容を記載すること。

（注５）「都道府県の評価」欄については、実績時及び事後評価時に使用するものとし、①産地の現状、課題・問題点、②本事業の取組や産地独自の取組による効果や成果目標の達成状況、③実績等が現状を上回る又は下回る場合の具体的な要因、④達成状況が低調な場合における具体的な指導内容等を記載すること。

（注６）取組のない場合であっても、（１）～（７）は削除しないこと。

（注７）中山間地域所得確保計画又は中山間地域所得向上計画と連携する産地パワーアップ計画である場合、特別枠（スマート農業推進枠）を利用する当該計画の場合は、備考欄にその旨を記載すること。

（注８）スマート農業推進枠を利用する計画の場合は、備考欄にその旨を記載すること。また、スマート農業推進枠を活用して技術を円滑に導入・定着させるための取組を農業機械等の導入に併せて実施する場合は「スマート農業推進枠」に取組内容を記入すること。

（注９）目標の実現可能性欄には目標設定以前の過去数年の数値、現状値の設定の考え方、目標値の実現可能性を記入すること。

（注10）施設園芸エネルギー転換枠を利用する計画の場合は、別添（施設園芸エネルギー転換枠計画書（実施状況報告書兼評価報告書））を添付すること。

（注11）持続的畑作確立枠を利用する計画の場合は、別添（持続的畑作確立枠計画書（実施状況報告書兼評価報告書））を添付すること。

（注12）土地利用型作物種子枠を利用する計画の場合は、別添（土地利用型作物種子枠計画書（実施状況報告書兼評価報告書））を添付すること。

（注13）総合所見欄は、評価報告の際に各取組ごとの都道府県の評価を記載すること。

都道府県
平均達成

率
0% 総合

所見

県平均達成率が目標未達成となった。
夏季の高温の影響により病害の発生や生産量の減少、また資材費の高騰により面積が伸び悩んでいる。未達成の産地については、早期の目標達成に向け、高温対策や作付け拡大に向けた指導・助
言を行うとともに、本事業で設置した栽培施設の生産量が安定かつ増加するよう関係機関と連携して、生産者を支援する。



別添様式３

事業実施後
（目標年度）

実績値

香川県 丸亀市、
善通寺
市、まん
のう町、多
度津町、
琴平町

丸亀市地域
農業再生協
議会、善通
寺市域農業
再生協議
会、まんのう
町域農業再
生協議会、
多度津町域
農業再生協
議会、琴平
町域農業再
生協議会

1 野菜（アスパ
ラガス）

販売額の10%以上の増加
（目標：10.0％増加）

836千円/10a
（R2）

920千円/10a 707千円/10a -153.6% 梅雨明け以降の猛暑、年明けの収穫開始が
遅くなったことにより、収量(反収)が減少しとこ
とで目標未達成となった。
　今後は、引き続き夏季でも品質が安定する
県育成品種の「さぬきのめざめ2021」の推進
することで収量(反収)が増加するよう支援す
る。また、資材費の高騰については、令和６年
度以降県単独事業において、補助率の増加や
補助上限の引き上げを行っており、新規就農
や規模拡大しやすい環境づくりに努めている。
今後は関係機関と連携し、栽培管理をするな
ど目標達成に向けて支援を行っていく。

香川県 観音寺
市、三豊
市

観音寺市地
域農業再生
協議会、三
豊市地域農
業再生協議
会

2 野菜（いち
ご）

販売額の10%以上の増加
（目標：25.0％増加）

872,971千円
（R3）

1,090,920千
円

808,206千円 -29.8% 猛暑による頂花房分化の遅れにり年内収量が
減少、また炭疽病の発生により、出荷量が少
なくなり、目標達成に至らなかった。
　今後は、花芽分化の遅れについては、県の
農業試験場でも試験されている窒素中断など
の花芽分化促進技術や暑熱対策について生
産者へ情報提供する。炭疽病については関係
機関と協力して、県の病害虫防除所の薬剤感
受性検定結果を生産者に共有するとともに栽
培指導を行うことで、被害を最小限に抑えるこ
とで目標達成に向けて支援していく。

（注）１．本表は、要領第16の４により、都道府県が改善措置の指導が必要とした地域協議会のうち、成果目標の達成率が80%に満たなかった地域協議会
　　　　（要領第17の２関係）について記入する。

　　　２．実績欄は、地域（県又は国を含む）の販売単価による価格補正を行っている場合は価格補正後の実績を記入する。

成果目標の達成率が８０％未満の地域協議会

都道府県
名

市町村名
地域協議会

名
整理番
号

作物等
区分

(対象作物
名）

成果目標 現状値
目標値
（Ｒ６）

目標
達成
状況

（参考）
都道府県による改善指導の判断理由


